
一 社会保障審議会年金数理部会の報告（平成18年1月）より ～  

平成16年財政再計算に基づく公的年金制度の財政検証  

要  

第1章 公的年金の概要、財政再計算とその財政検証等  

（1） 財政再計算に基づく財政検証   

この報告書で行う平成16年財政再計算に基づく財政検証は、平成13年の閣議決定を  

受けて、被用者年金制度の安定性と公平性の確保に関して行うものであり、被用者年金  

制度を主とし、国民年金を含めた全公的年金を対象としている。  

第2章 平成16年財政再計算結果   

（1）被保険者数の見通し   

各制度とも被保険者数は2005年度から2100年度にかけて減少していく。平成16年財  

政再計算結果によると、厚生年金では3，230万人から2100年度の1，420，万人へ、国共済  

＋地共済では416万5千人から146万6千人へ、私学共済では44万2千人から20万2  

千人へ、国民年金第1号被保険者では2，190万人から890万人へ減少していく見通しで  

ある。   

（2）受給者数の見通し   

各制度とも受給者数（年金種別合計）は、当初増加し、2040年度前後（私学共済は2060  

年代半ば）をピークに減少に転じる見通しである。   

（3）保険料（率）の見通し   

平成16年財政再計算結果によると、国共済＋地共済、私学共済の最終保険料率は、厚  

生年金の18・3％を上回っている。国共済＋地共済で昼、2100年度の積立度合が1から4  

の4通りの試算が示されており、最終保険料率は18．8％から19．2％となっている。私学  

共済の最終保険料率は、毎年の引上げ幅が0．354％の場合は18．5％、0．231％の場合は  

＼ 20．7％となっている。また、国民年金の最終保険料は、16，900円（平成16年度価格）  
である。  

第3章 安定性の確保に関する検証   

3－1 検証の観点  

（1）検証の観点   

年金制度の安定性の確保に関しては、保険料水準固定方式の場合には、「給付水準が急  

激に引き下げられるおそれや、老後の基本的部分を支えられなくなるおそれのないこと」  

という観点から、給付先決め方式注の場合には、「保険料率が急激に引き上げられるおそ  

れや、負担が過大なものとなるおそれのないこと」という観点から検証する。   

注：給付が厚生年金の給付設計に準拠する形で先に決まり、財政の均衡を保つよう必要な保険料率が後  

から定まる方式  
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3－2 給付水準と保険料率   

（2）給付水準   

厚生年金の標準的な年金の所得代替率は、今後緩やかに低下し、2023年度以降50．2％  

となる見込みである。厚生年金については、保険料水準固定方式の場合の観点に照らし、  

平成16年財政再計算の前提で推移していく場合には安定性が確保されているものと考  

える。   

（3）マクロ経済スライド   

マクロ経済スライドにより、最終的には給付が約15％抑制される見込みである。この  

給付の抑制効果は年金財政にとって大きなプラス要因であり、マクロ経済スライドは年  

金財政の安定性に大きく寄与しているものと考える。   

（4）保険料率   

共済年金の保険料率は、毎年0．354％注ずつ引き上げられ、最終保険料率は、国共済＋  

地共済が18．8％～19．2％、私学共済が18．5％になる見込みである。各共済年金について  

は、給付先決め方式の場合の観点に照らし、平成16年財政再計算の前提で推移していく  

場合には安定性は確保されているものと考える。  

注：国共済は、2009年9月に地共済と保険料率をそろえるまでの間、毎年0．129％の引上げ幅  

3－3 各財政指標による評価   

（5）年金扶養比率   

年金扶養比率は、各制度とも今後2050年度頃までにかけて次第に低下していく見込み  

であり、特に私学共済で非常に急速に低下（成熟化）していく。その後は安定して推移  

し、2100年度には、厚生年金1．66、国共済＋地共済1．20、私学共済2．45、基礎年金1．4  

となる。   

（6） 

総合費用率は、2100年度には、厚生年金20．4％、国共済＋地共済23．6％、私学共済  

24．0％になる見込みである。特に私学共済で急激なスピードで上昇していく。   

（7）収支比率   

2100年度の収支比率をみると、厚生年金（106．6％）と国民年金（106．2％）は比較的安定  

した水準であるが、国共済＋地共済（積立度合1で120．1％）と私学共済（123，9％）は支出  

の2割程度を積立金の取崩しにより賄っている状態である。  
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3－4 積立水準   

（8）積立比率  

積立比率は、2005年度には厚生年金が6．2、国民年金が4．6であるのに対し、国共済  

＋地共済が9．6（国共済7．5、地共済10．2）、私学共済が10．3と、共済年金でかなり高  

くなっている。各制度とも、2030～2035年度頃をピークに一貫して低下する見込みであ  

り、2100年度では、厚生年金1．3、国共済＋地共済1．4（積立度合1）、私学共済1．5、  

国民年金2．3となる。   

（9）積立金による保険料率の軽減効果   

積立金の運用収入分及び取崩し分を料率換算してみると、各制度ともかなり高い率と  

なっている。総合費用率と保険料率を比較することで、積立金による保険料率の軽減効  

果をみると、ピーク時では、厚生年金で4．5％、国共済＋地共済で6．4％、私学共済で  

9．9％の保険料率が軽減されている。 また、国民年金ではピーク時で約4，180円（平成  

16年度価格）の保険料が軽減されている。  

3－5 各制度の年金の財源と給付の内訳   

（10）給付現価   

各制度の給付現価は、厚生年金が1，710兆円、国共済＋地共済が301．5兆円、私学共  

済が26．7兆円、国民年金が280兆円である。国共済十地共済では、他制度と比べ過去期  
間に係る分の給付現価の割合が大きい。   

（11）財源の現価   

財仮の構成は、厚生年金で、保険料現価が7割、国庫負担現価が2割、積立金から得  

られる財源の現価が1割となっており、国共済＋地共済（積立度合1）では積立金から  

得られる財源の現価の割合が若干大きい。また、国民年金では国庫負担の現価が5割以  

上を占める。  

3－6 前提を変更した場合の影響   

（12）前提の変更   

財政再計算の前提を、少子化改善、少子化進行、経済変更1、経済変更2、 死亡率改  

善なし、拠出金単価のみ変更（共済年金のみ）のケースに変更して、財政見通しを作成し、  

基準ケース（財政再計算結果）と比較した。   

注：経済変更1は、平成21年度以降、運用利回り3．1％、賃金上昇率1．8％、物価上昇率1．0％  

経済変更2は、平成21年度以降、運用利回り3．3％、賃金上昇率2．5％、物価上昇率1．0％  
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（13）給付水準への影響   

2004年度を100とした所得代替率指数でみると、最終的には、少子化進行では78、経  

済変更1では83と、基準ケースの85より低くなっている。逆に、少子化改善では87、  

経済変更2では86、死亡率改善なしでは92と、基準ケースより高くなっている。  

《参考》前提を変更した場合の影響  

基準   少子化   少子化  経済変更  経済変更  死亡率   
拠出金  

ケース   改善   進行   2   改善なし   
単価のみ  

変更  

所得代替率指数（2004年度＝100）  

85   87   78   83   86   92   85  

（2023）   （2020）   （2031）   （2027）   （2023）   （2014）   （2023）   

最終保険料率   

厚生年金   18．3％   18．3％   18．3％   18．3％   18．3％   18．3％  

（2017）   （2017）   （2017）   （2017）   （2017）   （2017）   

国共済   18．8％   18．8％   18．8％   18．7％   19．0％   18．9％   19．0％   

＋地共済   （2020）   （2020）   （2020）   （2020）   （2020）   （2020）   （2020）   

私学共済   18．5％   18．0％   19．9％   18．3％   19．0％   17．8％   18．7％  

（2027）   （2026）   （2031）   （2027）   （2029）   （2025）   （2028）  

注：（）内は到達年度である。   

（14）保険料率への影響   

厚生年金では、保険料水準固定方式によって、いずれの場合も最終保険料率は18．3％  

である。   

国共済＋地共済では、マクロ経済スライドによって、最終保険料率は、少子化進行、  

少子化改善ともに基準ケースと由じく18．8％となっている。また、経済変更1の最終保  

険料率は18．7％と、基準ケースより低く、経済変更2は19．0％、死・亡率改善なしは18．9％、  

拠出金単価のみ変更は19．0％と、基準ケースより高くなっている。   

私学共済では、少子化進行は19．9％、経済変更2は19．0％、拠出金単価のみ変更は  

18．7％と、基準ケースの18．5％より高く、少子化改善は18．0％、経済変更1は18．3％、  

死亡率改善なしは17．8％と、基準ケースより低くなっている。  

（（13）の〈参考》を参照）  

3－7 制度改正各項目の影響  

（15）国庫・公経済負担割合の引上げの影響   

被用者年金各制度とも、基礎年金の国庫・公経済負担割合の引上げにより、最終保険  
料率は、厚生年金では3．1ポイント、国共済＋地共済では2．6ポイント、私学共済では  

3．3ポイント低下している。  
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（16）保険料水準固定方式の導入とスライド調整の影響   

保険料水準固定方式の導入（厚生年金・国民年金）とスライド調整により、厚生年金  
では最終保険料率が4．5ポイント低下した結果、給付水準が2割弱低下している。それ  

を受けた共済年金は、給付水準が2割弱低下した結果、最終保険料率が国共済＋地共済  

では6．1ポイント、私学共済では4．0ポイント低下している。   

（17）永久均衡方式から有限均衡方式に変更したことによる影響   

有限均衡方式への変更により、被用者年金各制度とも給付水準の低下が約3ポイント  

緩和された。さらに、最終保険料率の抑制も図られ、国共済＋地共済では0．8ポイント、  

私学共済では0．5ポイント低下している。  

第4章 公平性の確保に関する検証   

（1）検証の観点   

年金制度間の公平性の確保に関して、「基本的には、制度間で、過去の運営状況等を考  

慮した上で、同じ年金給付に対する保険料水準に差がないこと」という観点から検証す  

る。   

具体的には、各制度の給付を基礎年金拠出金分（1階部分）、厚生年金報酬比例相当部  

分（2階部分）、共済年金職域部分（3階部分）に分け、被用者年金の共通の給付である  

1階部分及び2階部分について保険料水準をみる。   

（2）保険料率の振り分け   

保険料率は一体として設定されており本来的には分けることはできないが、制度間の  

公平性を検証するために、以下の方法で平成16年財政再計算に基づく保険料率を機械的  

に振り分ける。  

《保険料率の振り分け方法》  

基礎年金拠出金相当保険料率分を1階部分の保険料率相当分として先取りし、  

残りの料率を当該年度の2階部分と3階部分の給付費で按分することにより、  

2階部分及び3階部分の保険料率相当分を算出  

（3） 2階部分の給付に係る保険料水準＼   

2階部分め保険料率相当分は、短期的には違いがみられるが、今後その違いは解消さ  

れていく見込みであり、長期的には各制度とも同程度の水準となる。  

《参考》 2階部分の保険料率相当分（機械的な粗い試算）  

2005年度  2050年度  2100年度  

厚生年金  9．3％  12．2％  12．6％  

国共済十地共済   10．2％（国共済）12．3％（積立度合1）12．5％（積立度合1）  

9．4％（地共済）  

私学共済  6．4％  12．2％  12．4％   
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（4）1階部分の給付に係る保険料水準  

1階部分の保険料率相当分（基礎年金拠出金相当保険料率）は、厚生年金と比べ共済  

年金で低くなっている。この差は、各制度が頭割りで基礎年金拠出金を拠出する一方で、  

この定額の拠出分を各制度により異なる標準報酬総額で料率に換算するために生じてい  

る。   

（5）職域部分を除く給付に係る保険料水準   

職域部分を除く保険料率相当分（1階部分と2階部分の保険料率相当分を合算したも  

の）をみると、2005年度では、厚生年金が14．3％、国共済が13．5％、地共済が12．7％、  

私学共済が9．9％、2100年度では、厚生年金が18．3％、国共済＋地共済16．5％（積立度  

合1）、私学共済16．5％となっており、被用者年金制度間で差がみられる。   

《参考》職域部分を除く保険料率相当分（機械的な粗い試算）  

2005年度  2050年度  2100年度  

厚生年金  14．3％  18．3％  18．3％  

国共済＋地共済   13．5％（国共済）16．5％（積立度合1）16．5％（積立度合1）  

12．7％（地共済）  

私学共済  9．9％  16．5％  16．5％  

（6）年金制度間の公平性  

（5）のような差を解消するためには、財政単位の拡大及び共通部分についての費用負  

担の平準化を図っていくことが必要となる。   

ただし、職域部分を除く保険料率相当分の現在の差については、，各制度の成熟の程度  

の違いや、制度が分立している中で各制度が独自の財政計画に基づき運営してきたこと  

等によって生じていることに、十分な注意を払う必要がある。   

長期的には、職域部分を除く保険料率相当分の差は、共済年金間ではほとんどなくな  

るが、厚生年金と共済年金の間では残る見通しである。この差は、1階部分の保険料率  

相当分の差によって生じているものであり∴2階部分の保険料率相当分についての差は  

ほとんどなくなる。   

以上のような制度間の職域部分を除く保険料率相当分の差は、被用者年金制度の財政  
単位の一元化を図るなどの方法を採らない限り、完全になくすことは困難である。  

第5章 将来見通しの推計方法の検証  

（1）基礎数、基礎率の種類   

基礎数、基礎率の使用状況をみると、同様の基礎数、基礎率が用いられているが、制  

度により、若干の違いが見られる。   

（2）基礎数の作成方法とそのデータ   

基礎数は、被保険者に係るもの、待期者に係るもの、受給権者に係るものに大別され  
るが、各制度とも利用し得る最も近い実績に基づき作成されており、妥当なものだとい  

える。  
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（3）基礎率の設定方法とその数値   

今回の再計算で用いられた基礎率は、おおむね実績に基づき作成され七おり、制度の  
特性に応じた差を除けば大きな差異はなく、妥当といえる。   

（4）将来見通しの計算過程（アルゴリズム）   

いずれの制度についても、前年度までの推計値（初期値として基礎数を投入する。）に  

基づき、当年度の推計値を順次推計している。   

今回の財政再計算では、制度によっては再加入をすべて新規加入とみなしたり、繰上  
げ支給がないものとした簡略化はあったものの、制度改正の内容は盛り込まれており、  

計算式についてもおおむね妥当といえる。  

第6章 年金財政の評価   

（1）将来の被保険者数の見通し   

被保険者数の見込みについては、全制度とも将来推計人口の中位推計を基としている  

が、その変動は財政や給付水準に大きな影饗を与えることを考えれば、今回使用された  

見通しがより確実に実現するようなあらゆる政策を検討、実施していくことが重要であ  

る。  

（2）年金財政の特性と動き   

年金数理的な観点からは、今回使用した基礎数、基礎率などがそのまま推移するとし  

て、今後5年ごとに有限均衡方式で将来見通しの作成や財政再計算が行われていくとす  

ると、給付水準や最終保険料率が見直されて今回計算した永久均衡方式での数値に近づ  

き、最終的には今回の永久均衡方式の下での結果よりも低い給付水準や高い最終保険料  

率になることが考えられる。   

（3）前提を変更した場合の試算の充実   

今後の財政見通しの作成や財政再計算の際には、今回行った試算も含め、さらに多く  

の試算を行い、財政の安定性についてより正確な理解ができるようにすべきである。例  

えば、経済前提であれば、変動の幅を広げたものや個々の要素単独での変更によるもの、  

また、死亡率については将来推計人口での見通しよりもさらに改善が進んだ場合の試算  

等が必要であろう。   

（4）前提の設定について   

将来の被保険者数などの設定の際には、就業率や失業率など、一般に広く知られてい  

る指標を使用するか、それとの関連性を説明するなどの必要がある。   

（5） さらに長期の推計について   

今回の将来見通しでは、推計期間の後半から最終段階まで積立金の水準が低下し続け  

る姿が提示されることとなり、将来の年金財政の安定性について疑義を感じる要因とな  

っている。 100年以上後の姿を表すのは困難なことではあるが、これらの問題に答え得  

るような推計方法、期間についての検討が必要である。  

vii  
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（6）確率的将来見通し   

前提の変更の一つの方法として、確率的将来見通し（StochasticProjection）がある。  

各基礎率について一定の確率分布をすると考え、その確率で実現するとした試算を数多  

く行うことにより、当該制度の財政状況の将来のあり得る可能性（確率）を計算するも  

のである。どの基礎率について、どのような分布を設定するか、複数の基礎率間の整合  
性をどうするかなどの問題があるが、ある程度の割切りをした上でも、この確率的将来  

見通しを作成していくことは、年金制度の安定性をより詳細に検討するために必要とな  

っていくと考えられ、各制度の担当者による検討が望まれる。   

（7）年金数理担当者の必要性   

各年金財政の特徴を熟知し、財政再計算で作成される見通しへの責任を明確にするた  
め卓こも、各制度に年金数理人など年金数理に深い見識を有する数理担当者を配置するな  

どの措置が必要と考えられる。  

v  
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（参考1）厚生年金の財政見通し   

《参考事項》   最終保険料率  18．3％  

国庫負担の前提  平成21年度 2分の1完成  
スライド調整期間（終了年メ2023年度  
所得代替率l：終了年度時点：50．2％  

支   出  収支  
収          入  支出合喜  給付費  基礎年  差引残   

収入   会等熱出金  
交付金   拠出金   （‖う匿虞護持1   （総搾酬）  

担   穐）  

％  兆円  兆円  兆円  兆円  兆円  兆円  兆円  兆円  兆円  兆円  兆円  兆円  兆円  兆円   兆円  
2005  5．2  6．2  
2010  16．058  37．6  25，5  7．1  4．9   0．0  0，0  37．5  24．4  13．0  0．2  0．0  156．0  145．3  4．2  5．2  160．6   
荘5                          2015  17，828  44．0  30，8  8．l  5．1   0．0  0．0  4l．4  26．0  15．l  0．2  2．6  162．5  137．3  3，9  4．8  174．4   
2020  18，3  49．2  34．8  8．6  5．8  0＿0  0．0  43．3  26．6  16．5  0．2  5．9  186．3  141．8  4．2  5．Z  190．0   
ZO25  l臥3  5：1．7  二37．7  9．1  6．9  0．0  0．0  45．5  27．6  17．7  0．2  臥2  223．1  153，l  4．7  5．9  205．8   
2030  18．3  58．2  一10．0  9．9  8．3  0．0  0＿0  49．5  29．8  19．4  0．2  8．7  266．6  164．9  5．2  6．6  218．7   
2035  18．3  62．2  一11．6  11．1  9．5  0．0  0．0  55．3  33．l  22．0  0．3  6，9  306．1  170．6  5．4  6．8  227．3   
2040  18．3  66．2  ▲13．1  12．8  10．3  0，0  0．0  62．9  37．2  25．4  0．3  3．3  330．1  165．8  5．2  6．5  235．6   
2045  18．3   69．8  44．9  14．3  10．6  仇0  0，0  69＿3  40．4  28．6  0．3  0．5  338．0  153。1  4．9  6．2  245．3   
2050  18＿3  73，5  47，2  15．7  10，6  0．0  0，0  74．8  43．1  31．4  0．3  －1．3  335＿0  136．7  4．5  5，7  258，0   
2055  18．3  77．1  ！iO＿0  16．9  10．3  0，0  0．0  79．2  45．2  33．7  0．3  －2．l  325．6  119．8  4．1  5．3  273．l   
2060  18．3   80．6  三；2．8  17．8  9．9  0．0  0．0  82、9  47．0  35．5  0．3  －2．4  314．4  104．2  3．8  4．9  288．7   
20（〉5  18．3  83．8  Ei5、6  18．7  9．5  0，0  0．0  86．7  49．0  37．4  0．3  －2．9  30l．2  90．0  3．5  4，5  303．8   
2070  18，3  87．0  ∈i8．4  19．6  9、0  0．0  0．0  90．8  51．l  39．3  0．4  －3．7  284，4  76．6  3．2  4，1  319．l   
ZO75  18．3   90．4  61．4  20．6  8＿4  0．0  0．0  95．0  53．4  41．2  0．4  4．6  263＿2  63．う  2．8  3．6  335．7   
2080  l臥3  94，2  65．0  21＿7  7，6  0．0  0＿0  99．6  55．9  43．4  0．4  －5．4  237，9  52．1  2．4  3＿1  355．l   
2085  18．3   98，6  69，1  22．8  6．7  0．0  0．0  104，6  58．5  45，7  0．4  －6．0  20g．1  41．2  2．l  2．6  377．8   
2090  18，3  103．6  73．9  24＿0  5．7  0．0  0．0  109，8  61，3  48．0  0．5  －6．2  178、4  31．7  l．7  2．2  403．6   
2095  18．3  109．1  79．l  25，3  4．7  0．0  0．0  115．4  64．4  50，5  0，5  －6．3  147、0  23．5  1．3  1．7  432．0   
2100  18．3  l15．l  84．8  26．6  3．7  0．0  0．0  121．5  67、7  53．3  0．5  －6．4  115．1  16．6  l．0  1．3  463．2   

（注1）長期的な（平成21（2009）年度～）経済前提は次のとおり。  
賃金上昇率  ：し1％  

物価上昇率  1．0％  

連用利回り  ○；．2％  

可処分所得上昇率  2－1％（ただし、平成Z9（2017）年度までは1．9％）   

（注2）「積立度合j とは、前年度末積立金の当年度の支出合計に対する倍率である。   

く注3）「16年度価格j とは、賃金上昇率により、平成16（2004）年度の価格に換算したものである。   

（注4）厚生年金基金の代行部分を含む、厚生年金全体の財政見通しである。   

（注5）収入・支出間で相殺される基礎年金交付金については、収入・支出両面から控除して財政見通しを作成している。  

（参考2）国共済＋地共済の財政見通し（積立度合1）  

（く参考事項》   最終保険料率  l＆8 ％  
国庫負担の前提  平成21年度 2分の1完成  
スライド調整期間（終了年度  2023年度  

年度  収  入  収支  

（西暦）  保険料率  差引残  
収入   

負担  交付金   拠出金   （ユ6年女優樽）   （総報酬）  

％  他円  博円  僚円   條円  億円   億円  億円  億円   億円   健円   憶円  
2005  

13．738  76．249  41．346  5．477   16．954  7，383   5．088  0  

2010  15．508  90，545  48．408  8．779   14．30l      3，659  0  
ZO15  17．278  95．0（；7  55，502  9  ．644  11．15l      2．386  0  

2020  18．8  100，306  63．045  10．064   8．009      1．405  0  

ZO25  18．8  102，961  66，654  10．603   5．251      754  Q  

2030  18．8  107，889  70．朗6      3．076      366  0  

2035  18．8  l13．28l  74，300      l．550      157  0  

2040  18．8  118．526  77．4（〕3      679      60  0  6  

2045  18＿8  123，475  80．46l      279      20  0  0  

2050  18．8  128．064  83．447      123  6  0  0  

2055  18．8  132，669  87，008      47  0  0  

2060  18．8  137．120  90．654  8  Q  0  0  

2（略5  18．8  14l．473  94．460  O 25.1499 0  0  0  

2070  l臥8  146．00l  99，067  0  0  0  0  

2075  18．8  151，489  105．288  0  0  0  0  

2080  18．8  157，098  112－060  0  0  0  0  

2085  18．8  162．280  l18．54Z  0  0  0  0  

2090  18．8  167，302  125，163  0  14．789  0  0  0  

2095  18．8  172．23l  132．17（i  0  ll．43l  0  0  0  

2100  18．8  177，889  140，526  30  157   0  7．206  0  0   Q  

（注） 2005年度の保険料率は、上が国共済、下が地共済の値である。  
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（参考3）私学共済の財政見通し（掛金率の引上げ幅0．354％）   

《参考事項》  最終掛金率  18．5％  
国庫負担の前提  平成21年度 2分の1完成  
スライド調整期間（終了年度  2023年度  
所得代替率（終了年度時点）  48．7％  

年度  収  入  支  出  収支  

（西暦）  掛金率  支出合計  給付費  基礎年金  差引残   

収入  拠出金   l沌年よ■樽）  （締  

穐）   ペ＿－   

億円  傍円   億円  億円  億円  億円  億円   億円   億円  
518  3，818  32．263   8．4   
834  4458   34  

2015  l   

2020   D   

2025  17．894  9．390     ロ  ．048  2，096  12  ロ  
2030  4  0  

2035   2  8   

3  0  2，344  
3  0  0  0  

4  0  36   0  

4  0  14．618   0  

4  0  0  0  

3  0  16．879  12．370  4，509  0  0  

3  0  0  0  

3  0  0  0  

2  0  0  0  

2  0  20，805  14．883  5，922  0  

2  0  22．004  0  

ロ  0  0  0  

3  0  24，799  17．533  7，267  0   

（参考4）国民年金の財政見通し   

《参考事項》   最終保険料（平成16年度価格） 16．900円  
国庫負担の前提  平成21年度 2分の1完成  
スライド調整期間（終了年度） 2023年度  
所得代替率（終了年度時点）  50．2％  

年度  収  入  支  出  収支  

（西暦）  保険料  差引残   
（16年オ■  

趨）  収入   交付金   拠出金   （1＄年女ず穐）   負担   
円  兆円  

2，1  1．7  4＿2  0．l   4．0   0．1   
2. 6 27   

5   0．l  
2015  

4．9  0．l  0．5  
3．0  3．1  0．2 03   5．9  0．1  

2020  
5．7  0．1  0＿7  

3．4  3．4   0．6   6．4  
2025      8．1   

0，l  6．3  0．1  0．9   
3．7   3．7   0．7  7．0   0．1   

2030  
6．8   0．1   23．2  15 9  3 2  6 9  

4．0  4，2  0．9  8．0  
2035  

0．l  7．8  0．1  1．2  
4．2  4．9  1，1  9．2  

2040  
0．l  9．0  0．1  1．0  

4．3  5．7  l．2  10．6  
2045  

0．1  0．l  0．6  
4．5  6．4  l．3  ll．8  

2050  
0．1  0．l  0．3  

4．7  7．1  l．3  13．0  
2055  

0．0  0．1  0．1  
5．0  7．6  1．3  14．0  

2060  
0．0  0．1  0．0  

5．3  8．1  l．3  14，8  
2065  

0．0  0．1        －0．1   
5（i  86  13  15．6  

2070  
0．0  0．1  

5．8  9．0  l．3  16．5  
2075  

0．0  0．1  
6．2  9．5  1．2  17．3  

2080  
0．0  0．1  

6．5  
9．2  

1．1  18．Z  
2085  

0．0  0－2  
7．0  

7．7  
1．0  19．2  

2090  
0．0  0．2  

7．5  
6．4  

0．9  20．2  0．0  
2095  

0．2  
8，0  

5．2  
0．8  21．3  

2100   
0．0  0．2  

0．7  
4．1  

8．6  3．1   

（注1）長期的な（平成21（2009）年度～）経済前程は次のとおり。  
賃金上昇率  2．1t  

物価上昇率  l．0～  

運用利回り  3．21  

可処分所得上昇率  2，は（ただし、平成29（2017）年度までは1，9％）  

（注2）「手■立度合jとは、前年度末積立金の当年度の支出合計に対する倍率である。  

（注3）「16年度価軌とは、貸金上昇率により、平成16（2004）年度の価格に換算したものである。ただし、（）内は名目額である。  

（注4）収入・支出間で相殺される基礎年金交付金については、収入・支出両面から控除して財政見牒しを作成している。  

（注5）「基礎年金拠出金」は基礎年金給付に係る特別国庫負担分を含む。  
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○ アメリカの公的年金  

【制度の概要】  

OASDIO）抽e．SurvivorsaTdDisabilitylnsuraT℃e）   

対象者   被用者及び年収400ドル（約4．3万円）以上の自営業者（年金額算  

定の根拠となる保険料記録は、年1，000ドル（約10．7万円）以  

上の収入について子討）れる。）   

保険料率   労6．2％、使6．2％   

（社会保障税率）   自営業者12．4％   

最低加入期間   亜加入四半期（10年）   

支給開始年齢（2（X裕年）  65歳8ケ月（2027年までに67歳に引上l罰   

年金額の改定   賃金上昇率を反映して年金桓が裁定され（62歳までの分）、支給  

開始後は生活費（物価）上昇率（m）により改定   

国庫負担   なし   

平均年金月綾（2005年）  単身：1，002ドル（約10．7万円）  

夫婦：1，505ドル（約16．1万円）  

※1ドル＝107円で計算（2005年）   

【概念図】  

被用者、自営業者  

出典：第2匝Ⅰ社会保障審議会年金部会経済前提専門委員会資料より抜粋  

－73－   



○ カナダの公的年金  

制度   カナダ年金制虔  

（0暮dÅgeSeeur廟）   （CanadaPensionPlan）   

18歳以上了0歳未満の看であって、年級  

対象者   全居住者  3．500ドル（約360，500円）以上の所得  

のあるもの   

保険料率   0被用者：9．9％  
（本人：4．95％、華美主：4．95％）  

（税方式）  0自営業者：9．9％  

※賦課対象限度額は42，100ドル（約  
4．243，6（カ円）   

支給開始年齢   65歳   65患   

最低加入期間  18歳到達後10年居住  なし   

（カナダ国外で給付を受ける場合は却年居住）  

裁定時は平均賃金による再評価（退職し  

年金額の改定   物価スライド  た年から過去5年間の平均賃金）、   

裁定後は物価スライド   

497．83ドル（約51，276円、朝年居住）  拠出期間中  、、‾課対象所得の平均  
年金月艶  

（年間阻511ドル（約6，5引，蹴氾円）を超える  月額（過去分I瑠在価値に換算）の25％  
（満額）  

収入につき超過部分の15％相当額を減甑）   上限額：863．75ドル（約8乳966円）   

平均年金月額   
466．88ドル（約祖556円）   473．09ドル（約4丁．782円）  

（2007年3月）   （2㈱年10月）   

出典：第2回社会保障審議会年金部会経済前提専門委員会資料より抜粋  
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年 金 制 度 の 国 際 比 較  

（平成18年11月）   

空木  アメリカ   イギリス   ドイツ   フランス   スウェーデン   

2階建て  1階建て  2惰建て  1階建て  1幡圭て  1牌圭て   

制度体系  

厚生年金願誓 1国民年金叫l  ⊆OJ皿Ⅰ∃  葦莞豪産馨  壷重要  

対象者   全 国 民   
一 般 被 用 者   一定所得以上の   一般 被用 者   一般被用者   一定所得以上の  

自 営 業 者 等   一 般 国 民   自営業者（任意加入） 等   自営業者等   一 般国 民   

（一般紙用者）   （－一般被吊者）   （一柳者）   
17．21％  

保険料率  14．642％  12．4％  23．8％  19．5％  16．65％   本 人：7．0 ％   

C006年〉   堤000，9～、労使折半）   ㈹斤半）   本 人：11．0％   e剤吏折半）   本 人：6．75％   事業主：10．21％  
※第1棚ま定額  

事業主：12．8％  
※その他糊斗1．7％が  

∝咲．4－、月あたリ13．8∂〕円）  事菓主：9．9％  事業主にかかる（老齢年金とは別制  
廣）。   

支給開始年齢   
国民年金（基礎年金巨65歳   

65．5歳  
男子：65歳   

原生年金・60歳  女子：60歳  65歳   60歳   
65歳   

e∞5年）   ※男苛ま節25年までに女苛ま謝  （求61故以降本人椚過凡ただし、  

年までに防放こ弓L上げ   ※女苛ま0020年までに岱歳に弓止げ  儲正年金の支給開始萌摘ま防胤   

基礎年金鰍寸費の1／3  給付費の約26％  
一般財源より給付費の約7％  

国手負担  
※2∞9年産ま¶こ1／2に引上げ   

なし   原則なし  
∝朗年）  

一舟鋭土会拠出金等より  保是正年金部分   

給付費の約18％（1997年）  

＜参考＞旺00レポートによる   

所得代替率  59．1％   
（所得は税控除後のもの）  

51．0％   47．6％   71．8％   68．8％   68．2％   

資料出所・S∞ialS弧JriむPr町mmrm如班加地rld：む「（p獣2∝裕／me血℃ric8S：2（溌  
・Tb札rt血l［fom8tトmSyst研＝¶1b封a Prot∝tim  
・爛研j会償陣①イギリス、⑥ドイツ⑤スウェーデン⑥フランス⑦アメリカ喋棚会）  
■P郎i耶ata引訂℃82（X方（旺00）ほか   



アメリカの年金制度の概要  

＜制度体系＞  

イギリスの年金制度の概要  

＜制度体系＞  

職域年金  
そ一－－－－－－－……・－……・－…・・－・…・・・・……－・・・…－＞   

（
報
酬
比
例
部
分
）
 
 
定
額
部
会
 
 
 

ー76－  



ドイツ年金制度の概要  

＜制度体系＞  

鮭用音  

※この他∴製鉄従業者を対象とした製鉄従業者付加楳擦沌ある。  

フランス年金制度の概要  

＜老齢保険の制度体系＞  

義欄間k血血走血中壷あ囲n薗抜i＆血dあd』血追撫）  

一77－   



スウェーデンの年金制度の概要  

－78－   




